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市民救命士養成講習会
1月16日㈰　９時～ 12時

消防本部3階会議室

乳児から大人までの応急手当の方法を

受講者の希望にそった内容で行います。

東消防署（℡0897－55－0119）もし

くは西消防署（℡0898－68－0119）

へ申し込んでください。電話でも申し

込めますし、当日でも参加できます。

 

紙産業研究センター
体験教室
２月12日㈯　13時30分～ 16時30分

県紙産業研究センター（四国中央市）

水引を使ってのひな人形づくり

　参加費：無料　定員：30人

１月７日㈮～ 21日㈮までに、往復は

がき、FAX、Ｅメールのいずれかで、

参加者の住所・氏名・学年・電話番号

を明記して愛媛県紙産業研究センター

体験教室係（〒799－0113　四国中央

市妻鳥町字土居山乙127）へ。

　℡0896－58－2144　℻0896－58－2145

　Ｅメールpaono@iri.pref.ehime.jp

交通事故相談

一般相談：月～金曜日　９時～ 16時

　弁護士相談：１月17日㈪

※事前に予約が必要です。

西条地方局４階

　（℡0897－56－1300内線251）

税の無料相談会

２月６日㈰　10時～ 16時

総合文化会館３階特別会議室

確定申告の書き方指導など、税に関す

る相談に税理士がお答えします。

四国税理士会伊予西条支部広報委員

　（℡0897－56－2480　近藤会計事務所）

東予ロータリークラブ
創立30周年記念講演
１月10日㈪ 開場：13時

 開演：13時30分

丹原文化会館大ホール

創立30周年および国際ロータリー 100

周年を記念しての講演会です。

　テーマ：スポーツの世界から見た「青

少年健全育成」

　講師：二宮清純（スポーツジャーナリ

スト）

　入場料：無料

東予ロータリークラプ

　（℡0898－64－1866)

国際理解講座

１月15日㈯　13時30分～15時

総合福祉センター視聴覚室

英語による講義と質疑応答

　テーマ：英語と私

　講師：国際交流員　ユーチェン・リン

西条市庁舎国際交流係

 （℡0897－56－5151内線2526）

西条英語通訳ボランティアの会

東予産業創造センター
人材育成研修講座
◆新入社員研修講座
１月19日㈬　９時～16時

フォローアップ・見直し研修

◆パソコン研修講座
ビギナーのための少人数講座
１月８日㈯・15日㈯　９時～16時

入力、インターネットの基本

個人で楽しむための講座
１月22日㈯　９時～12時

携帯電話で楽しむホームページ

業務で活かせる講座（中級）
１月８日㈯・15日㈯　９時～16時

業務のためのアクセス基本

業務で活かせる講座（高度）
１月22日㈯・29日㈯　９時～16時

業務用高度エクセル・VBA

各講座とも受講料が必要ですので、詳

しくは東予産業創造センター（℡0897

－66－1111）へお問い合わせください。

講座･教室
Workshop/Class

相談
Consultation

行政相談
１月４日㈫　10時～15時

市民会館（旧東予市）

東予総合支所地域振興係

　（℡0898－64－2700内線315）

１月11日㈫・18日㈫ ９時～12時

丹原福祉センター

丹原総合支所地域振興係

  (℡0898－68－7300内線230）

１月17日㈪　13時～16時

西条市庁舎１階市民相談課

西条市庁舎市民相談係

　（℡0897－56－5151内線2462）

１月20日㈭　13時～15時

小松農村環境改善センター

小松総合支所地域振興係

　（℡0898－72－2111内線212）

人権相談
１月５日㈬　10時～15時

東予農村環境改善センター

東予総合支所地域振興係

　（℡0898－64－2700内線315）

１月11日㈫　10時～15時

徳田公民館

丹原総合支所地域振興係

　（℡0898－68－7300内線230）

１月20日㈭　10時～15時

小松農村環境改善センター

小松総合支所地域振興係

　（℡0898－72－2111内線212）

１月20日㈭　10時～15時

加茂公民館

西条市庁舎市民相談係

　（℡0897－56－5151内線2462）

青少年電話相談
ヤングテレホン
℡0897－52－1234　青少年育成センター

　月～金曜日　８時30分～17時

　水曜日夜間　17時30分～19時30分

℡0897－56－4976　西条警察署

℡0898－65－4976　東予警察署

ヤングホットライン
℡089－945－4115 松山教育事務所

　月～金曜日 9時～18時
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